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平成２２年６月第２回八街市議会定例会会議録（第６号） 

………………………………………………… 

１．開議 平成２２年６月１７日 午前１０時１０分 

１．出席議員は次のとおり 

    ２番 桜 田 秀 雄 

    ３番 林   修 三 

    ４番 山 口 孝 弘 

    ５番 小 髙 良 則 

    ６番 湯 淺 祐 德 

    ７番 川 上 雄 次 

    ８番 中 田 眞 司 

    ９番 古 場 正 春 

    10番 林   政 男 

    11番 横 田 義 和 

    12番 鯨 井 眞佐子 

    13番 加 藤   弘 

    14番 古 川 宏 史 

    15番 山 本 邦 男 

    16番 京 増 藤 江 

    17番 右 山 正 美 

    18番 小 澤 定 明 

    19番 京 増 良 男 

    20番 丸 山 わき子 

    21番 新 宅 雅 子 

    22番 北 村 新 司 

………………………………………………… 

１．欠席議員は次のとおり 

    な  し 

………………………………………………… 

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり 

市 長   長谷川 健 一 

副 市 長   髙 橋 一 夫 

教 育 長   川 島 澄 男 

総 務 部 長   浅 羽 芳 明 

市 民 部 長   森 田 隆 之 

建 設 部 長   糸 久 博 之 
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＋

会 計 管 理 者   江 澤 弘 次 

教育委員会教育次長   越 川 みね子 

農業委員会事務局長   藤 﨑 康 雄 

監 査 委 員 事 務 局 長   秋 山   昇 

選挙管理委員会事務局長   長谷川 淳 一 

財 政 課 長   加 藤 多久美 

水 道 課 長   醍 醐 文 一 

国 保 年 金 課 長   石 毛   勝 

介 護 保 険 課 長   醍 醐 真 人 

下 水 道 課 長   吉 田 一 郎 

学校給食センター所長   石 川 孝 夫 

農 政 課 長   加 瀬 芳 之 

商 工 課 長   麻 生 和 敏 

環 境 課 長   中 根 一 訓 

クリーンセンター所長   宮 崎   充 

総 務 課 長   長谷川 淳 一 

厚 生 課 長   藏 村 隆 雄 

道 路 河 川 課 長   勝 股 利 夫 

庶 務 課 長   河 野 政 弘 

………………………………………………… 

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり 

  事 務 局 長   今 井 誠 治 

  副 主 幹   鯨 岡 修 子 

  主 査   小 川 正 一 

  主 査 補   吉 田 美 恵 子 

  主 事   武 藤 佳 人 

………………………………………………… 

１．会議事件は次のとおり 

 ○議事日程（第６号） 

                     平成２２年６月１７日（木）午前１０時開議 

    日程第１ 発議案の上程 

         発議案第２号から第７号 

         提案理由の説明 

         委員会付託省略、質疑、討論、採決 

    日程第２ 議案第６号から議案第１３号（議案第９号を除く） 

         請願第２２－１号から請願第２２－２号 
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         委員長報告、質疑、討論、採決 

  追加日程第１ 発議案の上程 

         発議案第８号 

         提案理由の説明 

         委員会付託省略、質疑、討論、採決 
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○議長（北村新司君） 

 ただいまの出席議員は２１名です。したがって、本日の会議は成立しました。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、配付のとおりです。 

 日程に入る前に報告します。 

 最初に、各常任委員会付託事件について、各委員長から審査報告書の提出がありましたの

で、配付しておきました。 

 次に、市長の専決処分事項に指定されている損害賠償額ほかの決定についての報告３件が

議長あてに提出されましたので、その写しを配付しておきました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程第１、発議案の上程を行います。 

 最初に、発議案第２号の提案理由の説明を求めます。 

○中田眞司君 

 それでは、発議案第２号について、説明をさせていただきます。 

 発議案第２号、口蹄疫の蔓延防止に向けた対策の充実強化等を求める意見書の提出につい

て。 

 上記の議案を次のとおり、八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２２年６月１７日提出。 

 八街市議会議長、北村新司様。 

 提出者、八街市議会議員、中田眞司。 

 賛成者、同じく湯淺祐徳議員、同じく京増藤江議員、同じく山本邦男議員、同じく加藤弘

議員、同じく鯨井眞佐子議員。 

 それでは、意見書（案）の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。 

 口蹄疫の蔓延防止に向けた対策の充実強化等を求める意見書（案） 

 平成２２年４月２０日、宮崎県内で口蹄疫の類似患畜が発生して以来、６月１日までに１

６万９千８８１頭の疑似患畜及び患畜が確認され、殺処分または殺処分対象とされています。 

 国では、今回の口蹄疫発生後、発生原因及び感染経路の解明に着手するとともに、家畜共

済掛け金の支払い猶予設定による資金繰り支援など、畜産農家に対する支援策も発表された

ところであるが、今なお事態の収束には至っておらず、多くの畜産関係者は多大な不安を感

じております。 

 こうした状況を受けて、千葉県では県内全農家の家畜（牛・豚）を対象とした調査を行い、

異常がないことを確認していただいたところである。 

 また、市では、市内畜産関係者に対し、防疫対策の周知及び防疫体制の確保を徹底し、防

疫薬剤等の配布を実施したところです。しかしながら、今回の口蹄疫発生については、その

原因及び感染経路が、いまだ解明されておらず、今後、広範囲での感染拡大の恐れがあるこ

とから、市内の畜産関係者の不安は依然として払拭されていない。万が一、市内で口蹄疫が
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発生すれば、同一敷地内の家畜はすべて殺処分の対象となり、市内はもとより県内畜産農家

に与える影響は、はかり知れないものとなります。 

 よって、国においては、口蹄疫の蔓延防止に向けて、防疫体制の充実強化、あるいは被害

を受けた畜産農家の経営安定に向けた支援の強化を進めるとともに、早期の事態収束を図る

ため、発生原因及び経路の解明を図るよう求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２２年６月。 

 八街市議会議長、北村新司。 

 内閣総理大臣、農林水産大臣あて。 

 以上、よろしくご審議の上、ご賛同いただきますよう、お願いいたしまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（北村新司君） 

 お諮りします。ただいま議題となっています発議案第２号は、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、発議案第２号に対しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○小澤定明君 

 この意見書は、提出すべきだと思います。４月２０日に類似患畜が出たということで、政

府においては、当時の農林水産大臣が５月の連休、遊んで歩いている。あのときに、即、手

を打てば、ここまで蔓延していないと感じる。これは、幾ら意見書を出しても政府関係者が、

その気にならないと、どんどん感染は拡大すると思うし、本当にとんでもない事態だと感じ

ている。九州の畜産農家だけではなく、日本全国が本当に一喜一憂、みんな恐れていること

だと思いますので、もっと強い意見書を出していただきたい旨、お願い申し上げます。 

○中田眞司君 

 文章が非常に弱いということであれば、この蔓延の防止ということで、我々も望んでいる

わけですので、もう少し強い文章表現で検討したいと思います。 

○議長（北村新司君） 

 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 
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 発議案第２号についての討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 討論がなければ、これで発議案第２号の討論を終了します。 

 これから、採決を行います。 

 発議案第２号、口蹄疫の蔓延防止に向けた対策の充実強化等を求める意見書の提出につい

てを採決します。 

 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。発議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議案第３号、第４号の提案理由の説明を求めます。 

○鯨井眞佐子君 

 それでは、初めに、発議案第３号について、説明をさせていただきます。 

 発議案第３号、子宮頸がん撲滅のための施策を求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、次のとおり八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２２年６月１７日提出。 

 八街市議会議長、北村新司様。 

 提出者、八街市議会議員、鯨井眞佐子。 

 賛成者、丸山わき子議員、同じく京増良男議員、同じく小澤定明議員、同じく山本邦男議

員。 

 それでは、意見書（案）の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。 

 子宮頸がん撲滅のための施策を求める意見書（案） 

 子宮頸がんは、がんの中でも、ただ一つ予防できるがんであることは周知のことでござい

ます。しかし、現在２０歳代から３０歳代の若い女性に罹患者が増えています。子宮頸がん

は、ほかのがんと違って、自覚症状がないため発見が遅れ、国内では年間約１万５千人が発

症し、約２千５００人に上る大切な命が失われています。 

 子宮頸がんの主な原因は、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）に感染し、約１０年かけて

がん細胞に変化する場合があり、定期的に検診を受けていれば、がんになる前に発見でき、

早期の治療でほぼ１００パーセント治すことができます。 

 また、定期的な検診受診とＨＰＶ予防ワクチン接種で、ほぼ１００パーセント予防できま

す。既に世界１００カ国以上で予防ワクチンが承認され、日本でもようやく承認されたとこ

ろです。 

 女性特有のがんの一つであり、１００パーセント予防でき、１００パーセント早期発見で

治すことができる子宮頸がんの撲滅のため、ワクチン接種の公費助成の早期実現を強く要望

いたします。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２２年６月。 

 八街市議会議長、北村新司。 

 内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣あて。 

 続きまして、発議案第４号について、説明をさせていただきます。 

 発議案第４号、子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公

費助成、定期接種化を求める意見書の提出について。 

 上記の議案を、次のとおり八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２２年６月１７日提出。 

 八街市議会議長、北村新司様。 

 提出者、八街市議会議員、鯨井眞佐子。 

 賛成者、丸山わき子議員、同じく京増良男議員、同じく小澤定明議員、同じく山本邦男議

員。 

 それでは、意見書（案）の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。 

 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接

種化を求める意見書（案） 

 細菌性髄膜炎は、乳幼児に重い後遺症を引き起こしたり、死亡に至る恐れが高い、重篤な

感染症で、その原因の７５パーセントがヒブ（Ｈｉｂ＝ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ

型）と肺炎球菌によるものです。 

 細菌性髄膜炎は、早期診断が困難なこと、発症後の治療には限界があることなどから、罹

患前の予防が非常に重要で、Ｈｉｂや肺炎球菌による細菌性髄膜炎については、乳幼児期の

ワクチン接種により効果的に予防することが可能です。世界保健機関（ＷＨＯ）もワクチン

の定期予防接種を推奨しており、既に欧米、アジア、アフリカなど１００カ国以上で導入さ

れ、９０カ国以上で定期予防接種とされており、こうした国々では発症率が大幅に減少して

います。 

 日本においては、世界から２０年遅れて、Ｈｉｂワクチンが昨年１２月に販売開始となり、

小児用肺炎球菌ワクチン（７価ワクチン）も欧米より約１０年遅れて、今年１０月に国内初

承認され、来年春までに販売開始の予定となっています。 

 医療機関においてワクチンの接種が可能となっても、任意接種であるため、費用負担が大

きく、公費助成や定期接種化など、子どもたちの命を守るための早急な対策が必要です。 

 そこで、細菌性髄膜炎の予防対策を図るために、政府におかれましては、次の事項につい

て、一日も早く実現されますよう強く要望いたします。 

 記 

 １．Ｈｉｂワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン（７価ワクチン）の有効性、安全性を評

価した上で、予防接種法を改正し、Ｈｉｂ重症感染症（髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症）を定期

接種対象疾患（一類疾病）に位置付けること。 
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 ２．ワクチンの安定供給のための手だてを講じること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２２年６月。 

 八街市議会議長、北村新司。 

 内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。 

 以上、よろしくご審議の上、ご賛同くださいますよう、お願いいたしまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（北村新司君） 

 お諮りします。ただいま議題となっています発議案第３号、第４号は、会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、発議案第３号に対しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 次に、発議案第４号に対しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 最初に、発議案第３号についての討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 討論がなければ、これで発議案第３号の討論を終了します。 

 次に、発議案第４号についての討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 討論がなければ、これで発議案第４号の討論を終了します。 

 これから、採決を行います。 
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 最初に、発議案第３号、子宮頸がん撲滅のための施策を求める意見書の提出についてを採

決します。 

 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。発議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議案第４号、子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチン

への公費助成、定期接種化を求める意見書の提出についてを採決します。 

 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。発議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議案第５号、第６号の提案理由の説明を求めます。 

○川上雄次君 

 初めに、発議案第５号について、説明をさせていただきます。 

 発議案第５号、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について。 

 上記の議案を次のとおり、八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２２年６月１７日提出。 

 八街市議会議長、北村新司様。 

 提出者、八街市議会議員、川上雄次。 

 賛成者、山口孝弘議員、同じく丸山わき子議員、同じく小澤定明議員、同じく古川宏史議

員、同じく古場正春議員、同じく林修三議員。 

 それでは、意見書（案）の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。 

 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案） 

 義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上

を目指して、子どもたちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんに関わらず、無償で義務

教育を受ける機会を保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たすもの

である。 

 政府は、平成２１年１１月に行政刷新会議において、義務教育費国庫負担制度を事業仕分

けの対象として論議した。 

 また、「地方主権」を確立するため、今夏にも「地域主権戦略大綱（仮称）」を策定する

としている。その中で、国から地方への補助金を廃止し、地方が自由に使える「一括交付

金」の検討を開始している。義務教育と社会保障の必要額は確保するとしているが、義務教

育費国庫負担制度についても論議される可能性がある。義務教育における国と地方の役割等

について十分議論がされないまま、地方分権推進の名のもとに、このような検討が現実のも

のとなると、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。 
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 また、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれること

は必至である。よって、国においては、２１世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに

教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう

強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２２年６月。 

 八街市議会議長、北村新司。 

 内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣あて。 

 次に、発議案第６号について説明をさせていただきます。 

 発議案第６号、国における平成２３（２０１１）年度教育予算拡充に関する意見書の提出

について。 

 上記の議案を次のとおり、八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２２年６月１７日提出。 

 八街市議会議長、北村新司様。 

 提出者、八街市議会議員、川上雄次。 

 賛成者、山口孝弘議員、同じく丸山わき子議員、同じく小澤定明議員、同じく古川宏史議

員、同じく古場正春議員、同じく林修三議員。 

 それでは、意見書（案）の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。 

 国における平成２３（２０１１）年度教育予算拡充に関する意見書（案） 

 教育は、憲法・子どもの権利条約の精神にのっとり、日本の未来を担う子どもたちを心豊

かに教え、育てるという重要な使命を負っている。しかし、現在、日本の教育は「いじめ」

「不登校」をはじめ、「学級崩壊」、少年による凶悪犯罪、さらには経済不況の中、失業者

の増加による授業料の滞納等、さまざまな深刻な問題を抱えている。 

 一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促

進、新学習指導要領への移行による授業時数の増加や小学校における外国語活動の必修等に

伴う経費の確保も急務である。 

 千葉県及び県内各市町村においても、一人ひとりの個性を尊重しながら、生きる力と豊か

な人間性の育成を目指していく必要がある。そのためのさまざまな教育施策の展開には、財

政状況の厳しい現状を見れば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠である。充実した教

育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要がある。 

 そこで、以下の項目を中心に来年度に向けての予算の充実をしていただきたい。 

 １．子どもたちに、きめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校における教職員の定

数改善計画を早期に策定すること。 

 ２．少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準を改善すること。 

 ３．保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること。 

 ４．現在の経済状況をかんがみ、就学援助に関わる予算を拡充すること。 
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 ５．子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備するこ

と。 

 ６．危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充

実すること。 

 ７．子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方

交付税交付金を増額すること。 

 国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子どもたちに十分な教

育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい

状況の中ではあるが、必要な教育予算を確保することを強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２２年６月。 

 八街市議会議長、北村新司。 

 内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣あて。 

 以上、よろしくご審議の上、ご賛同くださいますよう、お願いいたしまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（北村新司君） 

 お諮りします。ただいま議題となっています発議案第５号、第６号は、会議規則第３７条

第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、発議案第５号に対しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 次に、発議案第６号に対しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 最初に、発議案第５号についての討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（北村新司君） 

 討論がなければ、これで発議案第５号の討論を終了します。 

 次に、発議案第６号についての討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 討論がなければ、これで発議案第６号の討論を終了します。 

 これから、採決を行います。 

 最初に、発議案第５号、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてを

採決します。 

 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。発議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議案第６号、国における平成２３（２０１１）年度教育予算拡充に関する意見書

の提出についてを採決します。 

 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。発議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議案第７号の提案理由の説明を求めます。 

○山口孝弘君 

 発議案第７号について、説明をさせていただきます。 

 発議案第７号、国民健康保険に対する国庫負担の増額、改善を求める意見書の提出につい

て。 

 上記の議案を次のとおり、八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２２年６月１７日提出。 

 八街市議会議長、北村新司様。 

 提出者、八街市議会議員、山口孝弘。 

 賛成者、川上雄次議員、同じく丸山わき子議員、同じく小澤定明議員、同じく古川宏史議

員、同じく古場正春議員、同じく林修三議員。 

 それでは、意見書（案）の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。 

 国民健康保険に対する国庫負担の増額、改善を求める意見書（案） 

 国民健康保険は、１９５８年（昭和３３年）国民健康保険法によって、健康で文化的な最

低限度の生活を保障する日本国憲法第２５条を医療面で具体化し、国民皆保険制度を実現す

るものとして制度化された。 
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 現在、国民健康保険加入者の状況は、高齢者が増え、さらに青年の非正規雇用者の加入な

ども増えている。そのため、国民健康保険は事実上、低所得者で他の医療保険に入れない

人々の医療保険となっている。 

 ところが、加入者の所得は低下しているにも関わらず、年々保険料（税）が上がり、支払

いが困難となっている世帯が増えている。国民健康保険には、被用者保険の事業主負担に当

たるものがないため、国が国庫負担を定めている。保険料が高くなった原因は、医療費の増

加とともに、国が国庫負担率を引き下げたことが大きく影響している。 

 １９８４年（昭和５９年）までは、「かかった医療費の４５パーセント」が国庫負担であ

ったが、それ以降「保険給付費の５０パーセント」となっている。つまり、かかった医療費

の３８．５パーセントに引き下げられた。さらに、市町村国民健康保険の事務負担金の国庫

補助が廃止された。その結果、市町村国民健康保険の総収入に占める国庫負担の割合は、現

在では３０パーセント程度まで低下している。よって、国におかれては、国民健康保険を真

に社会保障として存続させ、加入者が安心して必要な医療が受けられるようにするため、国

庫負担を見直し、増額されるように強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 平成２２年６月。 

 八街市議会議長、北村新司。 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣あて。 

 以上、よろしくご審議の上、ご賛同くださいますよう、お願いいたしまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（北村新司君） 

 お諮りします。ただいま議題となっています発議案第７号は、会議規則第３７条第３項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから、発議案第７号に対しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 発議案第７号についての討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（北村新司君） 

 討論がなければ、これで発議案第７号の討論を終了します。 

 これから、採決を行います。 

 発議案第７号、国民健康保険に対する国庫負担の増額、改善を求める意見書の提出につい

てを採決します。 

 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。発議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 日程第２、議案第９号を除く、議案第６号から議案第１３号及び請願第２２－１号から請

願第２２－２号を一括議題とします。 

 各常任委員長の報告を求めます。 

 最初に、林政男総務常任委員長。 

○林 政男君 

 それでは、総務常任委員会からご報告を申し上げます。 

 総務常任委員会に付託されました、案件４件につきまして、去る６月１０日に委員会を開

催し、審査いたしました。 

 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、若干審査内容に

ついてご報告を申し上げます。 

 議案第６号は、八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てです。 

 これは、地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正され、配偶者が常態として子を

養育している職員であっても、育児休業等の承認の請求ができることとなったことから、育

児休業等の取得に係る関係規定を改めるものです。 

 審査の過程において委員から、「子育て支援策をより充実させるべきと考えるが、育児休

業等の取得において、養育する子の対象年齢は何歳までか伺う。」という質疑に対して、

「育児休業については、３歳までの子を養育する職員、育児短時間勤務及び部分休業につい

ては、小学校就学前の子を養育する職員を対象とし、育児休業等に関する法律に基づいて運

用をするものです。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 第７号は、八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてです。 

 これは、人事院規則の運用が一部改正され、３歳に満たない子を養育する職員の超過勤務

の制限が新設されたことなどから関係規定を改めるものです。 

 審査の過程において委員から、「３歳に満たない子を養育する職員の時間外勤務の制限の

規定について、『業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き』
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とあるが、困難である場合とはどのような場合か伺う。」という質疑に対して、「担当課長

が判断しますが、本当に特別な事情がある場合に限られると考えています。」という答弁が

ありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１０号は、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉

県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてです。 

 これは、平成２２年３月２３日から印旛郡印旛村及び同郡本埜村が廃止され、その区域が

印西市に編入されたことに伴い、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部改正について、関係地方公共団体と協議する

にあたり、地方自治法２９０条の規定により議会の議決を求めるものです。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１３号は、印旛郡市広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

共同処理する事務の変更並びに印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の

制定に関する協議についてです。 

 これは、議案第１０号と同様、印旛村及び本埜村が廃止され、その区域が印西市に編入さ

れたことに伴い、印旛郡市広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び平

成２１年３月３１日をもって広域行政圏計画策定要綱が廃止されたことに伴い、共同処理す

る事務の変更並びに印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部改正について、関係地方公共

団体と協議するにあたり、地方自治法２９０条の規定により議会の議決を求めるものです。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 以上、総務常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告申し

上げました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願い申し上げま

して、委員長報告とさせていただきます。 

○議長（北村新司君） 

 次に、川上雄次文教福祉常任委員長。 

○川上雄次君 

 文教福祉常任委員会に付託されました、案件３件につきまして、去る６月１１日に委員会

を開催し、審査いたしました。 

 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、若干審査内容に

ついてご報告申し上げます。 

 議案第８号は、八街市スボーツプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてです。 

 これは、スポーツプラザテニスコートの夜間照明設置工事が７月末の完成予定であります

ので、供用開始にあたり、夜間照明設備の使用料を新たに定めようとするものであります。 

 審査の過程において委員から「多目的広場の夜間照明設備の２１年度の利用状況について

伺う。」という質疑に対して、「多目的広場の夜間の使用状況は、平成２１年度につきまし
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ては、約４千４００人の方が利用されております。なお、平成２０年度におきましては、約

２千９００人でありましたので、約１千５００人増えている状況であります。」という答弁

がありました。 

 次に「テニスコートの平成２１年度の利用状況について伺う。」という質疑に対して、

「平成２１年度は、２万人を超える利用者があります。平成２０年度におきましては、約１

万６千９００人でしたので、利用者が増えている状況であります。」という答弁がありまし

た。 

 次に「テニスコート夜間照明の使用料は、市外在住者は市民の２倍であり、差が大きいの

で配慮を検討していただきたいと思われるがいかがか。」という質疑に対して、「テニスコ

ート夜間照明につきましては、市民の健康増進を主に考え設置しようとするものであります

が、今後の利用状況を見て検討事項としたいと考えます。」という答弁がありました。 

 次に「中学生以下の子どもたちは、青少年の健全育成の面から使用料にとらわれず無料で

貸し出しをする対応が必要ではないかと考えるが、使用料の設定根拠について伺う。」とい

う質疑に対して、「使用料の設定につきましては、電気料金や建設費の一部を利用者に負担

していただくということで計算しております。また、夜間照明につきましては、夜の時間帯

であることから、中学生以下の利用は想定しておらず、一般の方の利用をもとにして算定し

ております。」という答弁がありました。 

 次に「中学生以下は親の生計のもとにおり、電気料金や施設設置費の一部を負担させるこ

とは、なじまないと考えられ、今後の検討課題とすべき思われるがいかがか。」という質疑

に対し、｢中学生以下の利用について、今後の利用状況等を把握し、検討してまいりたいと

思います。｣という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 次に、議案第１１号は、千葉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減

少及び千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につい

てです。 

 これは、印旛村及び本埜村が廃止され、その区域が印西市に編入されたことに伴い、千葉

県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県後期高齢者医療広

域連合規約の一部改正について、関係地方公共団体と協議するにあたり、地方自治法第２９

１条の１１の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１２号は、平成２２年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてです。 

 今回の補正予算は、被保険者証管理システム及び国民健康保険システムの改修業務に対し、

国の特別調整交付金の補助が見込めることとなったこと、及び平成２０年３月に老人保健医

療制度が終了したことに伴い、その精算すべき金額が確定したことによるものです。既定の

予算に１千９３９万５千円を増額し、歳入戯出予算の総額をそれぞれ７６億３千１５１万円

７千円とするものです。 
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 歳入につきましては、国庫支出金７３３万５千円、前期高齢者交付金１千２０６万円を増

額するものです。 

 歳出につきましては、賦裸徴収費７３３万５千円、老人保健医療拠出金１千２０６万円を

増額するものです。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 以上、文教福祉常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告

申し上げます。何とぞ、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたし

まして、委員長報告を終わります。 

○議長（北村新司君） 

 次に、中田眞司経済建設常任委員長。 

○中田眞司君 

 経済建設常任委員会に付託されました、案件２件につきまして、去る６月１４日に委員会

を開催し、審査いたしました。 

 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、若干審査内容に

ついてご報告申し上げます。 

 請願第２２－１号は、ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求める請願です。 

 これは、ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線を見直すとともに、日豪交渉を中止し、「アジア太平洋

自由質易圏（ＦＴＡＡＰ）」による農産物の関税撤廃を行わないことを請願するものです。 

 審査の過程において委員から、「請願書に、『戸別所得補償制度の政策効果を台なしに』

とあるが、八街市の戸別所得補償制度の政策効果はどのくらいあるかについて伺う。」とい

う発言に対して、「現在のところ、加入申し込みの申請は一件も出ておりません。」という

答弁がありました。 

 次に、「請願書の中の、『農業に影響を与えないＦＴＡ交渉』ということについて、どの

ように捉えているか伺う。」という発言に対して、「自由貿易に伴い、関税が撤廃されて、

自由に外国の野菜等が入ってくるということで影響が出ると考えています。」という答弁が

ありました。 

 次に討論では、「命の糧である食と農がどうあるべきか、今問われています。飢餓人口が

１０億人を突破するなど、世界の食糧危機はますます深刻です。日本の食糧自給率が４０パ

ーセントという異常な水準に落ち込み、世界の人口の２パーセントの日本が、国際市場に出

回る食料のうち１０パーセントを輸入しています。国際農産物価格の暴騰により、アフリカ

やアジア、中米の食糧危機は深刻です。日本でも輸入に依存する食料品や飼料が高騰し、深

刻な不況に拍車をかけています。２００８年後半に一時的に毅物相場が下がりましたが、投

機が繰り返され、国際機関や農水省は中長期的に高値が続くと見通しています。食と農を守

るために、食糧自給率向上を国政の最優先課題にすべきです。ＪＡ全中は、生産調整を強化

されている中での義務輸入に怒りを表明し、輸入の削減、『義務的輸入』の政府統一見解の

見直し、国内の需要に影響を与えないことなどを政府に申し入れました。千葉県の農業生産
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高は３位であり、ＥＰＡ・ＦＴＡを推進すれば、千葉県の農業・経済は、はかり知れない打

撃をこうむります。また、２００８年１１月の内閣府世論調査において、国民世論も『食糧

自給率を高めるべき』が９３パーセント、『外国産より高くても国内で生産すべき』が９４

パーセントにも達しています。一方、政府と財界は、農産物の全面的な輸入自由化と生産刺

激的な農業補助金の削減・廃止を世界に押し付けたＷＴＯ路線を前提にした２国間・地域間

の協定であるＥＰＡ交渉を推進しました。また、民主党はアメリカとの間で自由貿易協定

（ＦＴＡ）を締結し、貿易・投資の自由化を推進し、また、オーストラリアを含むアジア・

太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の構築を積極的に推進しようとしています。この方向で自

由化が実施されるならば、日本の農業は壊滅的な危機に直面します。農水省の試算によれば、

『平成１２から１７年までの農家数の減少や作付面積の減少等に今後も歯止めがかからず、

向こう１０年も同じように推移すれば農業生産力は現状より２５パーセント低下する』とし

ています。世界では、食料を市場・自由貿易原理任せにするのをやめ、『食料主権』に基づ

く食料・農業政策の確立を求める流れが広がっています。国連でも、このような流れが広が

っており、国連人権理事会『食料に対する権利』特別報告者のドシュッテル氏は、２００９

年３月、①各国の農業・食糧政策は、飢餓からの解放と安全な食を求める権利を実現するた

めに決められるべきだ。②ＷＴＯや地域貿易協定（ＦＴＡ・ＥＰＡ）は、これを妨害する政

策を強要してはならないと勧告しました。今求められていることは、歯止めなき自由化を促

進する、ＷＴＯ農業協定、ＥＰＡ・ＦＴＡ路線を見直し、食料政策を決める権利『食料主

権』を保障する貿易ルールです。以上の理由から『ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求め

る請願』に賛成いたします。」という賛成討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数のもと、採択と決定しました。 

 請願第２２－２号は、備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める請願です。 

 これは、２００８年産を含む３０万トン相当の備蓄米を適正な価格で買い入れることを請

願するものです。 

 審査の過程において委員から、「請願の趣旨として、理解できる面もあるが、これで米価

が安定するのか疑問に思う。『秋には雪だるま式に過剰が広がり、米価の下落は底なしの状

態になりかねない』と示されているが、平成５年には生産調整等でしっかりした政策とされ

ながら、不作で暴騰があったわけである。生産者の採算が合う安定した価格設定をしなくて

はならないが、また、暴騰があってもだめというのが農業政策であるが、３０万トンを買い

入れてこの問題が解決するとは思えない。」という発言がありました。 

 次に、「現在の深刻な状況下では、これだけで問題が全て解決されるというわけではない

が、最低限必要であるということが米農家の方の意見であり、米農家の方が生産できるよう

な状況にしていきたいとの請願である。」という発言がありました。 

 次に討論では、「今、日本の農業はいかに４０パーセント程度の自給率を上げていくかが

最大の課題である。そのため、現在６０代が中心という農業従事者の中に、いかにして若者

を取り込むかという施策が重要である。３０万トンの備蓄米を適正な価格で買い入れること
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で問題の解決にはならず、国は若い人たちを農業に取り込んでいくような政策を打ち出すこ

とのほうが大事であると思います。以上の理由から、この請願に反対いたします。」という

反対討論と、「食管制度が廃止され、下支えを外された米価はピーク時（１９９３年）の１

俵（６０キロ）２万２千７６０円から、現在は４割強、９千円近く下がっています。５００

ミリリットルのペットボトルの水は１本１２０円前後ですが、同じ量の米は１００円程度の

異常事態です。そのような中、政府は２月に備蓄米を１６万トン買い入れましたが、買い入

れ数量の少なさと合わせて、買い入れ価格は、相対取引価格（１万４千７５１円）を大幅に

下回る１万２千９５０円台という異常な安値でした。それが米価先安のシグナルとなり、過

剰感を一気に広げ、米価を下落させたことは、政府の重大な失政と言わざるを得ません。米

価の下落に歯止めをかけ、需給と供給を安定させることは、『米戸別所得補償モデル事業』

の円滑な運営にとっても、米の再生産や食糧自給率を向上させるためにも、下落した米価を

回復させ、価格の安定を図ることは緊急課題です。米は唯一自給が可能であり、日本の農業

の土台です。農産物の一層の自由化と市場任せの政策をやめ、食糧自給率向上どころか『国

産の米さえ危うい』ということになりかねない道に進むのか、それとも輸入規制を強め、価

格保障を柱にした米政策の抜本的な転換で日本の水田を活かし切って、食料の自給率向上に

向かうのかが問われています。ミニマムアクセス米の制度は、ＷＴＯ協定上は輸入義務では

なく、最低限の輸入機会の提供にすぎません。この請願に対する反対討論では、いかに自給

率を上げるかが最大の課題であり、若い人が農業に従事できるように国は考えるべきである。

また、３０万トンの買い入れだけでこのようなことが解決できるのか疑問であるとのことで

した。確かに今の危機的な農業では、必要なことが多々あると思います。当面この３０万ト

ンを買い入れることは重要であると思います。農民には減反を迫りながら汚染米が発生して

も、世界で米不足になってもミニマムアクセス米の輸入を続けていることは重大問題です。

現在、国産米の在庫は、少しでも不作になれば不足するという綱渡り状態であり、国民の主

食を確保する政策が求められています。以上の理由から、『備蓄米買い入れと米価の回復・

安定を求める請願』に賛成いたします。」という賛成討論がありました。 

 採決の結果、賛成少数のもと、不採択と決定しました。 

 以上、経済建設常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告

申し上げました。何とぞ、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいた

しまして、委員長報告を終わらせていただきます。 

○議長（北村新司君） 

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 これから、各常任委員長の報告に対する質疑を行いますが、委員長報告に対する質疑の範

囲は、委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はで

きませんので、ご了承願います。 

 最初に、総務常任委員長報告に対する質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（北村新司君） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、経済建設常任委員長報告に対する質疑を許します。 

○川上雄次君 

 請願の第２２－１号に関して、ちょっとご質問したいんですけれども、この審議の過程の

中で、この請願趣旨の説明の文言を見させてもらいますと、後段の方に現在政府が推進して

いる戸別所得補償の政策効果を台なしにし、制度そのものを破綻させかねませんとあります

が、この農家戸別補償制度、先ほどの報告の中でも八街では申請したところは１件もないと

いう話ですし、この制度が始まってから非常に不公正な内容で、同じ農業についても基盤整

備等の予算が削られて、戸別補償の方に回っていたりとか、あと、稲作農家だけでも、中で

も不公平があり、また、野菜等の農家には補償制度がないというような、いろんな問題が出

ているんですけれども、これについては審議されたのか、質問があったのかどうか。その辺

ちょっとお聞きします。 

○中田眞司君 

 戸別補償の問題については、先ほど答弁したように、八街市内の問題で、ほかには質問は

ございませんでした。野菜の価格安定につきましても、当委員会では質問はございませんで

した。 

○議長（北村新司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 これで、経済建設常任委員長報告に対する質疑を終了します。 

 議案第９号を除く、議案第６号から議案第１３号及び請願第２２－１号から請願第２２－

２号の討論通告受け付けのため、しばらく休憩しますので、休憩時間中に通告するようお願

いします。 

 しばらく休憩します。 

                            （休憩 午前１１時１０分） 

                            （再開 午前１１時２８分） 

○議長（北村新司君） 

 再開します。 

 これから、討論を行います。 

 請願第２２－１号に対し、桜田秀雄議員から、請願第２２－１号、請願第２２－２号に対
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し、京増藤江議員から、請願第２２－２号に対し、山本邦男議員から討論の通告があります

ので、順次発言を許します。 

 最初に、桜田秀雄議員の請願第２２－１号に対する反対討論を許します。 

○桜田秀雄君 

 それでは、請願第２２－１号、ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求める意見書、これに

ついて反対討論をいたします。 

 先般、印旛農民センター、鈴木勝雄氏より提出された「ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直し

を求める請願」について、去る６月１４日、経済建設常任委員会において取りまとめのため

の審査が行われました。ご存じのように、ＥＰＡ（経済連携協定）はＦＴＡ（自由貿易協

定）の排他的関税の撤廃等を実施する要素を含みつつ、協定構成国間での投資の自由化、経

済取引の円滑化、協力の促進など、幅広い分野を含む協定であります。 

 これまで、貿易のあり方についてはＧＡＴＴ（関税と貿易に関する一般協定）やＷＴＯ

（世界貿易機構）のもとで多角的な自由貿易化が推し進められてまいりました。しかし、９

０年代以降、ＷＴＯの加盟国が急増したことや交渉事項が多様化したことにより、ＷＴＯで

の合意形成が難しくなる一方、先進国と途上国の利害関係も絡み、一向に協議が進展しない

状況にあります。 

 日本は、「どの国に対しても同様の条件で、関税などの通商規則を定める」とのＷＴＯ路

線を取ってきましたが、１９８５年のＥＥＣ（欧州共同体）の成立と経験等を踏まえ、ＷＴ

Ｏを補完する立場からＦＴＡ路線を目指したものと理解しております。 

 既に２００２年には、シンガポールとＦＴＡを締結し、アジア各国を中心に交渉を模索、

ご指摘の豪州とも１１回の交渉を行っていると伺っております。２国間、あるいは地域との

多角的貿易の自由化を推し進めることは、ＷＴＯでの合意形成が進まない現状の中で当然で

ありますが、メリット、デメリットもございます。日本にとってのメリットは、第１に、関

税の撤廃によって交渉相手国にもよりますが、貿易創造効果によって輸出の拡大が見込まれ

ます。 

 第２は、不利益の解消であります。例えばメキシコとＦＴＡを締結しているＥＵでは、関

税がゼロに対し、対日、自動車の関税は２０パーセントであり、ＥＵとの価格競争で２割の

ハンディを背負っており、これが解消されることになります。 

 第３、にＷＴＯの交渉項目にない分野の先取りが可能であります。例えば、シンガポール

とＦＴＡでは関税の撤廃のほか、関税手続の簡素化、あるいはサービス貿易の自由化、投資

環境の改善、知的財産権の保護などが盛り込まれ、日本企業のビジネス環境を広げています。 

 第４は、国内の構造改革の機運を盛り上げることができるということであります。特に、

日本がＦＴＡ推進するためには、日本自身が一層魅力的な市場になることが求められます。 

 ご指摘の農業問題については、国民生活に密接に係る重大な課題であると、私も認識をし

ております。近年、農業の担い手が減少する中、耕作放棄地は増加、農業の担い手も６５歳

以上が半数近くを占めるなど、このまま放置すれば日本の農業は１０年後、２０年後には自
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然崩壊してしまいます。 

 また、小規模農家も大規模農家も関係なく、高い農機具を一そろいそろえるという非コス

ト主義農業、米の生産力はあるにも関わらず、減反を押しつける政策から脱却し、農業の法

人化、農畜産物のブランド化を推し進め、逆に農産物を輸出できるよう農業経営の構造改革

を押し進めるのが先と考えます。当然、デメリットとして農産物の輸入増、食糧自給率の低

下も予想されます。 

 また、アジアを中心に農業分野での労働市場の開放も求められます。国は、「農林水産業

は日本にとって極めてセンシティブな部分で、ＦＴＡ交渉にあたっては、我が国の食糧安全

保障に悪影響を与えないよう配慮するとともに、我が国の農林水産業における構造改革の進

展具合を十分に念頭に置きながら、交渉する必要があるとの姿勢をとっています。 

 ＦＴＡの推進は、我が国の成長にとっても不可分でありますが、農業分野での急激な自由

化による日本の農業の荒廃や労働市場の混乱は避けるべきであります。 

 同時に、農産物の自由化と労働市場の開放もＦＴＡの推進には欠かせないだけでなく、日

本経済の将来を握るものであり、粘り強く国内の事情を説明し、多様な農業の共存が可能と

なるよう交渉すべきとの関連から、請願文章中の豪州との交渉中止には賛成しかねます。 

 また、「交渉の中止」を求めることは、「国の外交政策に関し、外国との交渉に影響を及

ぼすこともあるので慎重に取り扱うべし」とした自治省（現総務省）事務次官通知もあるこ

とから慎重に取り扱う事項であると考えます。 

 なお、私的には、「我が国農業への影響に配慮し、農産物の関税撤廃に応じないこと」に

とどめるべきと思っておりましたけれども、委員会における審議の中で、提案者及び紹介議

員がいないため、審議が未消化に終わった感があります。 

 発議案の取りまとめにあたっては、提案者と議会の意思疎通ができるよう、提案者及び紹

介議員を参考人とし、審議に参加させることを申し添えて、反対討論といたします。 

○議長（北村新司君） 

 次に、京増藤江議員の請願第２２－１号に対する賛成討論を許します。 

○京増藤江君 

 それでは、私は、日本の農業を守り、発展させる立場から、ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見

直しを求める請願に対して賛成討論をいたします。 

 命の糧である食と農がどうあるべきかが、今問われています。飢餓人口が１０億を突破す

るなど、世界の食糧危機はますます深刻です。日本の食糧自給率が４０パーセントという異

常な水準に落ち込み、世界の人口の２パーセントの日本が国際市場に出回っている食料のう

ち１０パーセントを輸入しています。 

 国際農産物価格の暴騰により、アフリカやアジア、中米の食糧危機は深刻です。日本でも

輸入に依存する食料品や飼料が高騰し、深刻な不況に拍車をかけています。２００８年後半

に一時的に穀物相場が下がりましたが、投機が繰り返され、国際機関や農水省は中長期的に

高値が続くと見通しています。食と農を守るために、食糧自給率向上を国政の最優先課題に
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すべきです。その意味でも、先ほど反対討論がありました。農業構造改革を進める、こうい

う立場では、日本の農業を守ることはできません。ＪＡ全中は、生産調整を強化されている

中での義務輸入に怒りを表明し、輸入の削減、義務的輸入の政府統一見解の見直し、国内の

需要に影響を与えないことなどを政府に申し入れました。千葉県の農業生産高は全国３位で

あり、ＥＰＡ・ＦＴＡを推進すれば、千葉県の農業、経済は、はかり知れない打撃をこうむ

ります。 

 ＪＡ千葉県中央会会長から、日本共産党の演説会に共産党の農業政策に賛意を表するとい

う内容のメッセージが寄せられました。共産党の政策は農産物の価格補償と所得補償により、

農業を守り、自給率を高めるというものです。国民世論もまた食糧自給率を高めるべきが９

３パーセント、外国産より高くても国内で生産すべきが９４パーセントにも達しています。

内閣世論調査、２００８年１１月です。 

 一方、自公政権と財界は、農産物の全面的な輸入自由化と生産刺激的な農業補助金の削

減・廃止を世界に押し付けたＷＴＯ路線を前提にした２国間・地域間の協定であるＥＰＡ交

渉を促進しました。 

 また民主党は、アメリカとの間で自由貿易協定（ＦＴＡ）を締結し、貿易・投資の自由化

を進める。また、オーストラリアを含む、アジア・太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の構築

を積極的に推進しようとしています。この方向で自由化が実施されるならば、日本の農業は

壊滅的な危機に直面します。八街市の農家の皆さんも「輸入自由化が、これ以上進んだら、

もう八街の農業は終わりです」と言っておられます。 

 農水省の試算によれば、平成１２年から１７年までの農家数の減少や作付面積の減少等に

今後も歯止めがかからず、向こう１０年も同じように推移すれば、農業生産力は現状より２

５パーセント低下するとしています。世界では、食料を市場・自由貿易原理に任せるのをや

めて、食料主権に基づく、食料・農業政策の確立を求める流れが広がっています。国連でも

このような流れが広がっており、国連人権理事会、食料に対する権利、特別報告者のドシュ

ッテル氏は、１、各国の農業・食糧政策は飢餓からの解放と安全な食を求める権利を実現す

るために決められるべきだ。２、ＷＴＯや地域貿易協定は、これを妨害する政策を強要して

はならないと勧告しました。２００９年３月です。 

 今求められていることは、歯止めなき自由化を促進するＷＴＯ農業協定やＥＰＡ・ＦＴＡ

路線を見直し、食料政策を決める権利、食料主権を保障する貿易ルールです。 

 以上の理由から、私はＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求める請願に賛成いたします。

以上です。 

○議長（北村新司君） 

 次に、山本邦男議員の請願第２２－２号に対する反対討論を許します。 

○山本邦男君 

 私は、請願第２２－２号に対しまして、反対の立場で討論をいたします。 

 今回の請願書にある３０万トン相当の備蓄米を適正な価格で買い入れるだけの目先の対応
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だけでは、米価の回復・安定にはつながらないと考えます。 

 米の価格というものは非常に不安定であることは事実でございますが、その年の作柄、そ

して備蓄米等の影響が非常に大きいというふうに思います。かえって、３０万トンを買い入

れることによって、暴騰する可能性さえ含まれているように思います。身近なところで例え

させていただきますと、けがをして、治療もせずにカットバンでふさいで、出血を止めると

いうような内容に似ておるような気がいたします。 

 水田農業の確立を図るためには、「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」に

即した施策を、総合的に、かつ的確に推進するとともに、輸入米の取り扱いについては、国

内米の流通に影響を及ぼさないように適切な措置を講じ、米の生産者を中心として経営に取

り組めるよう、生産振興・流通対策、所得・経営安定対策の充実強化に努めることが、米価

回復・安定に向けて重要であると考えます。 

 また、食糧自給率の向上に向け、日本型食生活の普及啓発対策等を充実強化し、米の消費

拡大を図ることも重要であり、こういった政策を積極的に推進することを求めるべきです。 

 以上のことから、本請願の採択に反対することを求めまして討論といたします。 

○議長（北村新司君） 

 次に、京増藤江議員の請願第２２－２号に対する賛成討論を許します。 

○京増藤江君 

 それでは、私は、請願第２２－２号、備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める請願に

対する賛成討論をいたします。 

 食管制度が廃止され、下支えを外された米価は、ピーク時（１９９３年）の１俵６０キロ、

２万２千７６０円から、現在では４割強、９千円近く下がっています。５００ミリリットル

のペットボトルの水は、１本１２０円前後ですが、同じ量の米は１００円程度という異常事

態です。 

 そのような中、政府は２月に備蓄米を１６万トン買い入れましたが、買い入れ数量の少な

さと合わせて、買い入れ価格は、相対取引価格１万４千７５１円を大幅に下回る１万２千９

５０円台という異常な安値でした。それが米価先安のシグナルとなり、過剰感を一気に広げ

て米価を下落させたことは、政府の重大な失政と言わざるを得ません。 

 米価の下落に歯止めをかけ、需要と供給を安定させることは、米の戸別所得補償モデル事

業、これの円滑な運営にとっても、米の再生産や食糧自給率を向上させるためにも、下落し

た米価を回復させ、価格の安定を図ることは緊急課題です。 

 米は唯一、自給が可能であり、日本農業の土台です。農産物の一層の自由化と市場任せの

政策を進め、食糧自給率向上どころか、国産の米さえ危うい、こういうことになりかねない

道に進むのか、それとも、輸入規制を強めて価格補償を柱にした米政策の抜本的な転換で日

本の水田を活かし切って、食糧自給率の向上に向かうのかが、今問われています。 

 ミニマムアクセスの制度は、ＷＴＯ協定上、輸入義務ではなく、最低限の輸入機会の提供

にすぎません。農民には減反を迫りながら、汚染米が発生しても、世界で米不足になっても、
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ミニマムアクセス米の輸入を続けていることは重大問題です。 

 現在、国産米の在庫は少しでも不作になれば、不足するという綱渡り状態であり、国民の

主食を確保する政策が求められています。 

 今の反対討論の中でも米の値段、大変不安定な状況になる場合もある、こういうような中

身もございました。委員会において、いかに自給率を上げるかが最大の課題であり、国は若

い人が農業に従事できるようにすべきであり、３０万トンの買い入れだけでは、自給率が高

まるのか、疑問だという反対意見がありました。ただいまも、これだけでは解決しない、か

えって米価が暴騰するのではないか、こういうような反対討論がありました。そして、食糧

自給率の向上に向けて、米の消費拡大が必要ではないか、このようなことが述べられて反対

討論となっております。しかし、確かにこれだけで問題は解決されるわけではありません。

今、市場で問題視されているのは、３０万トンの過剰です。もし、現状を放置すれば、秋に

は過剰が雪だるま式に広がりかねません。政府は今回の買い入れによって、国産米による１

００万トンの備蓄を満たしたとしていますが、その中身は２００５年産など、主食には不向

きな、約３０万トンの米が含まれております。これらを主食以外の用途に振り向ければ、３

０万トンの買い入れは十分可能です。秋の米価下落を防いでいくためにも、今、直ちに対策

が緊急に求められています。今すぐできることから始める緊急対策と、自給率を高めるため

に政策の大もとを変えるという二重の課題があります。 

 ２００８年産を含む３０万トン相当の備蓄米を適正な価格で買い入れることは、今やるべ

き最低限の課題と思います。 

 以上の理由から、私は、備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める請願に賛成をいたし

ます。以上です。 

○議長（北村新司君） 

 ほかに討論の通告はありません。 

 これで、討論を終了します。 

 これから、採決を行います。 

 採決は分割して行います。 

 最初に、議案第６号、八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号、八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 
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 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号、八街市スポーツプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを採決し

ます。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１号、千葉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少

及び千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について

を採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１２号、平成２２年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてを採決

します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３号、印旛郡市広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び共同処理する事務の変更並びに印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規
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約の制定に関する協議についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（北村新司君） 

 起立全員です。議案第１３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第２２－１号、ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求める請願についてを採決

します。 

 この請願に対する委員長報告は採択です。 

 この請願を採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（北村新司君） 

 起立多数です。請願第２２－１号は、採択と決定しました。 

 次に、請願第２２－２号、備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める請願についてを採

決します。 

 この請願に対する委員長報告は不採択です。 

 この請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 少 数） 

○議長（北村新司君） 

 起立少数です。請願第２２－２号は、不採択と決定しました。 

 会議中でありますが、ここで５分間の休憩いたします。 

                            （休憩 午前１１時５５分） 

                            （再開 午後１２時００分） 

○議長（北村新司君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、中田眞司議員から発議案第８号が提出されました。 

 お諮りします。この際、これを日程に追加し、追加日程第１とし、直ちに議題としたいと

思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 発議案第８号を日程に追加し、追加日程第１とし、直ちに議題とすることに決定しました。 

 追加日程第１、発議案の上程を行います。 

 発議案第８号の提案理由の説明を求めます。 



 

－２１０－ 

＋ 

＋

＋

＋

○中田眞司君 

 発議案第８号について、説明をさせていただきます。 

 発議案第８号、国産農産物の生産者価格の大暴落を引き起こすＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の

見直しを求める意見書の提出について。 

 上記の議案を次のとおり、八街市議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 平成２２年６月１７日。 

 八街市議会議長、北村新司様。 

 提出者、八街市議会議員、中田眞司。 

 賛成者、湯淺祐徳議員、同じく京増藤江議員、同じく山本邦男議員、同じく加藤弘議員。 

 それでは、意見書の朗読をもって、提案理由の説明とさせていただきます。 

 国産農産物の生産者価格の大暴落を引き起こすＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求める

意見書（案） 

 ＦＡＯ（国連食糧農業機構）は先般、飢餓人口が１０億人を突破したことを公表し、農林

水産省も、「世界の食料は、穀物等の在庫水準が低く、需要がひっ迫した状態が継続する。

食料価格は２００６年以前に比べて高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する」と分析してい

ます。「２０１８年における食糧需給見通し」２００９年１月１６日。 

 こうした事態は、これまでの自由貿易万能論の行き詰まりを示すとともに、今日の深刻な

世界の食糧問題を解決するためには、それぞれの国が主要食糧の増産を図り、食糧自給率を

向上させることの重要性を示しています。そして、農産物の全面的な輸入自由化と生産刺激

的な農業補助金の削減・廃止を世界に押し付けたＷＴＯ農業協定路線や、ＷＴＯ路線を前提

にした２国間・地域間の協定であるＥＰＡ・ＦＴＡ路線の見直しを強く求めています。 

 日本では自公政権が「ＥＰＡ戦略」を打ち出し、メキシコ、タイ、フィリピンなどとの協

定を発効させ、オーストラリア等との交渉を行ってきました。政権交代によって誕生した鳩

山政権は、日豪ＥＰＡ交渉を継続するとともに、中断している日韓ＦＴＡ交渉の再開に動き、

さらに、日中韓ＦＴＡに向けた国家レベルによる研究を開始しています。 

 昨年末に閣議決定した「新成長戦略」では、２０２０年を目標にＡＰＥＣ（アジア太平洋

経済協力会議）の枠組みを活用した「アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）」を構築する

ことを打ち出すに至っています。 

 ＡＰＥＣには太平洋に面するアメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、韓国、ロシア、

東南アジア諸国など、世界の主要な農産物輸出国を含む２１カ国が加入しており、仮に、こ

の枠組みで自由化が実施されれば、日本の農業は壊滅的危機に直面することは明らかです。 

 政府は「農業に影響を与えないＦＴＡ交渉」を強調していますが、農産物輸出国のねらい

は農産物関税の撤廃にあり、一旦、交渉が始まったら取り返しのつかない事態を招くことは

避けられません。 

 こうした輸入自由化路線は、国内の農産物価格の暴落を引き起こし、現在、政府が推進し

ている「戸別所得補償」の政策効果を台なしにし、制度そのものを破綻させかねません。 



 

－２１１－ 

＋

 今求められていることは、食糧をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻な食糧

問題に正面から向き合い、４０パーセント程度に落ち込んだ食糧自給率を向上させる方向に

大きく踏み出すことです。 

 以上の趣旨から下記の事項についての実現を要請いたします。 

 記 

 １．ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線を見直すとともに、日豪交渉を中止し、「アジア太平洋自由

貿易圏（ＦＴＡＡＰ）」による農産物の関税撤廃を行わないこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 平成２２年６月。 

 八街市議会議長、北村新司。 

 内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣あて。 

 以上、よろしくご審議の上、ご賛同くださいますよう、お願いいたしまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

○議長（北村新司君） 

 お諮りします。ただいま議題となっております発議案第８号は、会議規則第３７条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 発議案第８号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから、発議案第８号に対しての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 質疑がなければ、これで、質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 発議案第８号についての討論を許します。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北村新司君） 

 討論がなければ、これで発議案第８号の討論を終了します。 

 これから、採決を行います。 

 発議案第８号、国産農産物の生産者価格の大暴落を引き起こすＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の

見直しを求める意見書の提出についてを採決します。 

 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 



 

－２１２－ 

＋ 

＋

＋

＋

（起 立 多 数） 

○議長（北村新司君） 

 起立多数です。発議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 本日の日程はすべて終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２２年６月第２回八街市議会定例会を閉会します。 

 この定例会は、終始熱心な審議を経て、すべての案件を議了し、ただいま閉会になりまし

た。 

 執行部は、各議員から出されました意見を十分尊重し、市政を執行されるよう強く要望い

たしまして、閉会のごあいさつといたします。 

 議員の皆様に申し上げます。 

 この後、議会だより編集委員会を開催しますので、関係する委員は第２会議室にお集まり

ください。 

なお、午後１時１０分から議会運営委員会を開催しますので、関係する委員は第２会議室

にお集まりください。 

長時間ご苦労さまでした。 

                             （閉会 午後１２時０８分） 



 

－２１３－ 

＋

○本日の会議に付した事件 

 １．発議案の上程 

   発議案第２号から第７号 

   提案理由の説明 

   委員会付託省略、質疑、討論、採決 

 ２．議案第６号から議案第１３号（議案第９号を除く） 

   請願第２２－１号から請願第２２－２号 

   委員会報告、質疑、討論、採決 

 ３．発議案の上程 

   発議案第８号 

   提案理由の説明 

   委員会付託省略、質疑、討論、採決 

……………………………………………………………………………………………………………… 

発議案第２号 口蹄疫の蔓延防止に向けた対策の充実強化等を求める意見書の提出について 

発議案第３号 子宮頸がん撲滅のための施策を求める意見書の提出について 

発議案第４号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助 

       成、定期接種化を求める意見書の提出について 

発議案第５号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について 

発議案第６号 国における平成２３（２０１１）年度教育予算拡充に関する意見書の提出につ 

       いて 

発議案第７号 国民健康保険に対する国保負担の増額、改善を求める意見書の提出について 

発議案第８号 国産農産物の生産者価格の大暴落を引き起こすＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直 

       しを求める意見書の提出について 

議案第６号  八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７号  八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

       いて 

議案第８号  八街市スポーツプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制 

       定について 

議案第10号  千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町 

       村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 

議案第11号  千葉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県 

       後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につい 

       て 

議案第12号  平成２２年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について 

議案第13号  印旛郡市広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同処 

       理する事務の変更並びに印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する 
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＋ 

＋

＋

＋

       規約の制定に関する協議について 

請願第22-1号 ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求める請願 

請願第22-2号 備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める請願 



 

－２１５－ 

＋

上記会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

                          平成  年  月  日 

 

 

              八街市議会議長   北  村  新  司 

 

              八街市議会議員   加  藤     弘 

 

              八街市議会議員   鯨  井 眞 佐 子 
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＋
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＋
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＋
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＋

＋

＋

 


